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地球温暖化対策計画の策定に向けて 

 

平成 28年 3月 4日 

浅野直人 

住 明正 

安井 至 

 

 昨年 10月に設置された環境大臣の私的懇談会である「気候変動長期戦略懇談会」の委員

として、我が国として今後必要となる温室効果ガスの大幅削減と、構造的な経済的・社会

的課題の同時解決を目指すための中長期的な戦略を議論してきました。 

その提言を 2月 26日付けで別添のとおり取りまとめて公表したところです。提言では、

2050年 80％削減を実現した社会の一例として、実質 GDP約 800兆円を達成しつつ、可能な

限りのエネルギー需要を削減し、エネルギーの低炭素化を図り、効率的なエネルギー利用

を促進する絵姿を示し、その実現のためには、「現状の延長線上、すなわち既存の社会構造

を前提に個々の対策を積み上げるのみならず、社会構造全体を新しく作り直すための破壊

的なイノベーション（社会構造のイノベーション）が必要である。」としました。 

あわせて、我が国より一人当たり GDPが多い先進国のほぼ全てで、GDP当たりの温室効

果ガス排出量（炭素生産性）を大幅に向上させて温室効果ガスの総量削減と経済成長の同

時達成を実現していることなどを紹介しつつ、生活の質を高め経済の高付加価値化を目指

す必要があること、化石燃料の輸入削減を通じたエネルギー収支の改善が地方創生に結び

つくといった面で、それぞれの方向性の親和性は高いことを示し、「2050年 80％削減を目

指した気候変動対策を、我が国の経済・社会の課題解決のためのイノベーションの『きっ

かけ』と期待できる。」としました。 

 

地球温暖化対策計画は、我が国の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため

の唯一の計画であることから、2030年度目標の達成に向けた計画であると同時に、我が国

の 2050年 80％削減目標やパリ協定の２℃目標等に向けた長期的取組の礎となる計画でな

ければなりません。まず、2050年 80％削減目標はもちろん、世界共通の目標となった２℃

目標、そして 1.5℃に抑える努力を追求することを、目指すべき方向にしっかり位置づけ

ることが必要です。 

 

社会構造のイノベーションを導くために有効な施策について、同提言では様々なものを

挙げました（35～46頁）。以下にその一部を紹介しますが、地球温暖化対策計画において

も、こうした施策をしっかりと位置づけるべきです。 

 

【「グリーン新市場の創造」と「環境価値をてことした経済の高付加価値化」を導く施策】

（例） 

○カーボンプライシング 

人口減少下で生産年齢人口が減少する中で経済成長をするためには、生産性を向上させ、

財やサービスの付加価値を増やしていく必要があり、財やサービスに新たな商品価値を組

み込むことが重要です。その新たな価値として、温室効果ガス削減に寄与するなどの環境
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価値（いわゆる「環境ブランド」とも言えます。）があり、その環境価値を顕在化する手法

として、カーボンプライシング（炭素税、賦課金、排出量取引制度など炭素の価格付けに

関する制度）が有効です。温室効果ガスは、経済活動全体から排出されることから、カー

ボンプライシングは、経済全体の炭素生産性の向上を促し、経済全体の高付加価値化を誘

導する可能性があります。 

 

【「地方創生」を導く施策】（例） 

○100％再エネ地域を目指した地域主導のエネルギープロジェクトへの支援 

地方創生の観点では、地域にある発電所などから地域外へのエネルギー（電力やガスな

ど）販売額と、地域外からのエネルギー購入額との差分（エネルギー収支）は、約 9割の

自治体で赤字であり、約 7割の自治体で地域内総生産の 5％相当額以上の赤字となってお

り、かつ、赤字額が多い自治体は、一人当たり所得も低く、エネルギー収支の赤字が地域

経済の基礎体力に影響を与えている可能性があります。地域によってはエネルギー需要を

上回る再生可能エネルギーのポテンシャルを有しており、地域主導のエネルギープロジェ

クトを支援することは、温室効果ガスの削減はもちろん、地域のエネルギー収支の改善に

より地域経済の基礎体力を向上させ、地域活性化につながると考えられます。 

 

【「国益の確保」と「国際的尊敬の獲得」を導く施策】（例） 

○我が国の貢献による海外における削減（二国間クレジット制度の推進等） 

国際的な観点では、気候変動によって、災害リスクの増大、淡水資源や食料生産への負

の影響、貧困や人々の強制移転の増加などの紛争の要因を増大させ、安全保障へ影響を及

ぼすとの予想がなされており、国家、国民に対する重大な地球規模のリスクの一つと言え

ます。そして、気候変動リスクの低減は、我が国の安全保障に大いに寄与します。２℃目

標の実現のためには、我が国おける削減はもとより、新興国・途上国での排出を削減・抑

制していくことが鍵であり、この点、二国間クレジット制度（ＪＣＭ）は、我が国削減目

標の野心向上のみならず、低炭素技術の海外展開を通じて地球規模での排出削減に貢献す

る有力な取組です。 

 

以 上 
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地球温暖化対策計画（案）に対する意見 
大阪大学 下田吉之 

 
１）第 3 章について 
 網羅的に国の施策が示されている点は評価できるものの、多数の対策が列挙されている

ために、対策の相対的な重要度がわかりにくい。そもそも約束草案において積み上げによ

る定量的な対策評価がおこなわれているので、①2030 年目標達成のために特に基幹的な対

策、②前者を補完する対策、③2030 年だけでなく長期を見通したときに特に重要になる対

策 など区分して示すべきである。 
 
２）第 3 章の特に家庭部門、国民運動について 
 国民運動の項に記載されているような「意識改革と危機意識浸透を図る」のみでは、各

対策を全ての国民に広げていくことは難しく、環境教育とともに、COOL CHOICE による

ノンエナジーベネフィットあるいはコベネフィット、すなわち建物の省エネルギー性能向

上による居住者健康への好影響など各種の副次的効果を積極的に示し、COOL CHOICE あ

るいは低炭素社会のブランド化を進めることが、特に環境と経済の好循環を図る観点から

重要なポイントと考えます。 
 
３）第 3 章第 1 節２および、第 4 章第 1 節について（民生部門におけるマネジメント主体

の細分化） 
 民生業務部門、民生家庭部門においては、トップランナー制度をはじめとする、全国に

一律な規制をかけることで大きな効果が生まれるような政策が一定の効果を挙げた現在、

今後の政策は地域・セグメントの状況に応じた柔軟な政策を講じるべきと考えます。 
 産業界の自主行動計画が、業種毎にセグメント分けされたマネジメント体制を取ること

で一定の効果を挙げているのと同様に、民生業務部門、民生家庭部門も全国一律のマネジ

メントをおこなうには対象が大きすぎ、地方公共団体毎、建物種類（業界）毎などのセグ

メンテーションをおこない、マネジメントの責任体制を明確にした上で PDCA サイクルを

実施すべきと考えます。とりわけ、地方公共団体が「地域の自然的社会的条件に応じた施

策」を計画した場合、その内容を国レベルで管理することは不可能なので、地方公共団体

が責任を持って管理することが重要です。 
 民生部門においては、同じ性能の住宅・機器を使用しても居住者の行動の差違によって

エネルギー消費に与える影響が大きく変わるため、国が計画に挙げた対策評価指標の進捗

を管理するだけでは不十分であり、精度の問題はあっても地方公共団体毎に対策評価指標

や温室効果ガス排出削減量を定量的に迅速に把握し、それを国が集計するシステムも必要

と考えます。そのためにはエネルギー市場の自由化によって困難となっている地方公共団

体単位の部門別エネルギー消費量の把握が容易になるような制度策定も必要です。 
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４）第 3 章第 1 節２．地方公共団体の実行計画区域施策編について 
 地方公共団体が作成する実行計画区域施策編は、これまでの事例によれば国の目標、す

なわち 2030年に 2013年比 26％削減という数値をそのまま実行計画における区域の目標に

する恐れがあるが、今回の国の計画では民生業務部門・民生家庭部門において 40％程度の

削減を見込んでいる（この点が今回の目標達成のための最大の難関であると考えられる）

ことから、住宅・第三次産業を主体とする都市においては 26％削減の目標を掲げることは

国の目標より低い目標を意味することになる可能性が高い。なお、地方公共団体の目標に

産業部門や運輸貨物部門を含めることは、これらが地方公共団体の施策が及びにくい領域

でもあることからあまり意味が無く、地方公共団体の施策においては民生部門と運輸旅客

部門に集中すべきとも考えます。 
 いずれにしても、国の目標とある程度整合し、かつ気象条件など地域の特性に応じた対

策を取るためには、今回の国の計画の各対策を、地方公共団体などセグメント毎に分解し

て計画できるように、別表において定量的にとりまとめられるであろう個々の対策の削減

量について、計算式、数値、計算の前提など算出根拠を明らかにしたマニュアルを整備す

べきと考えます。地方公共団体など各セグメントは、これを用いて国の計画を自らの区域

に単純に換算した状態を出発点とし、地域独自の目標・対策を検討するのが適切と考えら

れます。 
 
５）第 3 章第 2 節(1)①B.(d)徹底的なエネルギー管理の実施 において、「エコチューニン

グ」とあるのは建築設備業界で「コミッショニング（性能検証）」として行われている業務

の一部ととらえることができると思います。いずれにしても業務建物の省エネルギー性能

を担保するためには、設計施工時のみでなく、このような運用時の取り組みは極めて重要

です。 
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合同会合（第４５回） 
地球温暖化対策計画（案）への意見 
 
 
 
                       臨時委員 末吉竹二郎 
 
 
１． パリ協定について 
パリ協定の最大の肝は、事実上の「排出ゼロ」を明記したことだ。そもそも CO2 を出さ

ないことを目指す排出ゼロ、即ち、「脱炭素化」は、ある程度の排出を許す「低炭素化」と

は明らかに思想が異なる。 
この思想の大転換は新たな価値観を生むに違いない。それは、CO2 を出すことは悪いこ

と、であり、CO2 を出さないことは良いこと、となる。 
この思想なり、価値観を実現するには、社会シフト は無論のこと、それを可能にするイ

ノベーションなど、様々な分野での大転換が不可欠となる。とすれば、長いリードタイム

を考慮すると排出ゼロは『今日の問題』として直ちに取り組まねばならない。ほんの一例

だが、世界の先駆的企業、例えば、ネスレ、IKEA、グーグル、フィリップス、ノボ・ノル

デイクス、ナイキなどは自然エネルギー100％を表明するなど既に対応が始まっている。 
日本も、当然に 2050 年 80％削減を目指すことを地球温暖化対策計画に明記し、戦略を

持って取組を進めていくべきだが、無論、2050 年 80％削減も途中経過にすぎず、パリ協定

の排出ゼロが秘めるインプリケーションとその対応について本格的な議論を始めるべきだ。 
  
２． 中期目標について 
 年々悪化する温暖化の被害拡大を考えると、５年ごとの見直しでは、現状維持はあり得

ず、各国が１・５～２度目標の達成を目指して削減約束を常に上方修正してゆくことが求

められる。それは世界第 5 位の大排出国である日本の中期目標もその例外ではない。 
日本的事情で生まれたエネルギーミックスに適合する形で日本の削減目標を議論するの

ではなく、日本が世界的な要求に応えるためには何をすべきかとう観点から、中期目標を

はじめとする日本の温暖化対策を議論すべきと考える。 
この時に重要なことは、パリ協定が求める削減目標の上積みを確実にするような国内制

度を導入することだ。企業の自主的な取り組みをベースとして積み上げ型で削減目標を決

め、限られた関係者だけがレビューをするという現行の仕組みでは不十分である。削減目

標の定め方、チェック＆レビューの手法、排出実態や削減可能性、技術導入の可能性など

に関する情報公開の徹底など、現行の仕組みとは別の前進的な国内レビュー制度の導入を

検討すべきである。 
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３． ポスト・パリの国際競争について 
 パリ協定の野心的な合意を実現した陰の主役はビジネスと機関投資家であった。世界の

ビジネスリーダーらは、それまでの後ろ向きの姿勢を改め、気候変動リスクの回避とグリ

ーンビジネスのチャンスを求め、脱炭素化の視点からの事業の見直し 、企業内炭素価格化、

グリーンキャピタルの導入など、新たなビジネスに向けた活動を活発化させている。 
中国は早ければ来年から全国規模で C&T を導入る準備を進めている。実現すれば年間

40 億トンもの排出量をカバーする巨大なカーボンマーケットが誕生する。加えて、いずれ

国際的なリンケージも目指しているという。 
一方、世界のリーデイングカンパニーが求める温暖化対応は国境を越え日本企業にも覆

いかぶさってくる。温暖化対応はもうコストではなく、新らたなビジネスチャンスを生み

出す投資になったのだ。 
日本も、パリ協定が必然的にもたらす産業構造の転換などを、これまでにないビジネス

を生み出す機会と捉え、それを促進するための炭素価格化を促す施策として、国内排出量

取引制度の導入検討や税制のグリーン化の推進などを地球温暖化対策計画に明記し、21 世

紀型競争要件の整備に早急に取り組むべきである。 
逆に、対応を誤ればそれが大きなリスクとなってしまうという認識も必要だ。 

 
 
４． 再生可能エネルギーについて 
 去る１月下旬、国連本部（ＮＹ）に集まった世界の機関投資家に対して潘基文事務総長

は、２０２０年までのクリーンエネルギーへの投資倍増を呼びかけた。早速、ＮＹ州やオ

ランダの年金基金（ABP）などはこれに応え投資拡大をコミットした。世界を視野にした

彼らの語る投資の単位は「兆ドル（the Clean Trillion）」で、その構えは非常に大きい。向

こう 25 年間で電力セクターにおける再生可能エネルギーへの投資機会は 12.1 兆ドルにも

上るとの試算もある。 
他方、英国は「英国こそ、世界で洋上風力発電に最も安心して投資できる国だ」と標榜

し、海外から多額の投資（含む日本の金融機関など）と技術を招き入れ、大々的な洋上風

力発電機の設置に取り組んでいる。 
国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の試算によれば、2030 年までに、世界のエネル

ギーミックスにおける再生可能エネルギー（RE）の比率を倍増させれば（BAU の 18%か

ら 36%へ）、世界の GDP は＋1.1%（1.3 兆ドル）増加し、雇用は＋15 百万人も追加される

と。因みに、日本が最も恩恵を受ける国（GDP が＋2.3％）という。 
一方、石炭関連企業からの投資引き上げ（divestment）の勢いが止まらない。世界の有

力な大学、公的を含む年金基金、地方自治体、財団などなどが巨額の投資を引き上げてい

る。 
RE の位置付けが明らかに変わった。世界は RE100%をも視野に入れ始めた。日本も相当
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の覚悟で RE を拡大していかねば、世界で始まったクリーエネルギーを巡る国際競争の中で

置き去りにされることになるだろう。 
 
 
５． グリーン金融について 
 日本におけるグリーン金融の役割への認識がいまだに低すぎる。グリーン金融の基本的

な役割は２つある。一つは、経済や社会の脱炭素化へのグリーンキャピタルを流す役割だ。

グリーンビジネスはまだまだ若い。既存のビジネスとの資金獲得競争では弱い。グリーン

キャピタル無しでは、日本のグリーンビジネスは立ち上がらず、日本の経済成長を支える

ものにならない。預金がどんどん膨らむ一方で融資が伸びない世界有数の金融大国である

日本こそ、先行する英国を抜いて、排出ゼロを目指すグリーン金融で世界の中心になるチ

ャンスなのである。 
 もう一つは、金融のチェック機能を活用したビジネスや社会の脱炭素化促進である。銀

行の持つ審査と資金配分機能は個別銀行の資産を守るためにあるが、それは社会の審査と

資金配分機能を兼ねている。とすれば、金融の持つこれらの機能を活用して借り入れ側の

脱炭素化を支援・促進するべきである。現に、金融安定理事会（FSB。カーニー英中銀総

裁が議長）では、企業のみならず。金融機関や機関投資家にも彼らのポートフォリオのカ

ーボンフットプリントを開示させる議論が進んでいる。 
 日本も、直接・間接金融によるグリーン金融の飛躍的拡大を地球温暖化対策計画の大き

な柱の一つに据えるべきである。 
 
以 上 
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産構審・中環審合同会合 2016年 3月 4日 委員意見   杉山大志 

 

 地球温暖化対策計画（案） （以下、単に計画案）について、以下の通り委員

意見を提出します。 

 

１．地球温暖化対策計画（以下、単に本計画）の進捗管理において用いる「対

策評価指標等」について、原案ではその内容が明確になっていないが、費用（円）

および費用対効果（トン CO2 あたり円）を明示的に含めるべきである。 

 

該当箇所： （p68 l7） 

（計画案） 

地球温暖化対策推進本部は、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標の達成状

況、関連指標、個別の対策・施策の進捗状況等の点検を毎年厳格に行う。正確

な点検のためには最新の状況を把握することが必要であることから、各府省庁

は、温室効果ガス別その他の区分ごとの排出量の把握、対策評価指標、関連指

標等（以下「対策評価指標等」という。）の点検を行うために必要な実績値の算

出等の早期化に努める。 

 

（修正案） 

地球温暖化対策推進本部は、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標の達成状

況、関連指標、個別の対策・施策の進捗状況等の点検を毎年厳格に行う。正確

な点検のためには最新の状況を把握することが必要であることから、各府省庁

は、温室効果ガス別その他の区分ごとの排出量の把握、対策評価指標、費用（円）、

費用対効果（トンCO2あたり円）、関連指標等（以下「対策評価指標等」という。）

の点検を行うために必要な実績値の算出等の早期化に努める。 

 

理由： 計画案（p11 l26）には、「約束草案で示した中期目標は、エネルギ

ーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十

分に考慮した裏付けのある対策施策や技術の積み上げによって策定したもので

ある」とある。 

 しかし、コストについては、なお今後検討の余地がある。既往の評価・研究

では、トンCO2あたり１０万円といった事業も存在した。もしもこのような高コ

ストな事業ばかりになると、日本のCO2約１０億トンを１％減らすために、１千

万トン＊１０万円／トン＝１兆円という費用がかかる計算になる。仮にこのよ

うな高コストになると、計画案にあるような「温暖化対策と経済成長の両立」

「経済活性化」（p10, p11）」は望めない。 
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 経済成長との両立を図るためには、本計画に、そのための具体的な制度を作

っておく必要がある。これが現状の計画案には欠けている。そこで、本計画の

実施にあたって、その進捗管理において費用面を重視するという提案をする次

第である。 

 なおこれは、京都議定書目標達成計画の進捗管理において、コスト面の管理

が欠落していたことに対する反省を踏まえた改善提案でもある。 

 特に、国・地方自治体等の公的機関における取り組みにおいては、私企業と

はコスト低減への動機が異なることから、予算が肥大化したり無駄が生じたり

しないようにするために、本計画においてコスト面の進捗管理を行うことが重

要となる。 

 

２. 国の取り組みにあたっては、進捗管理（PDCA サイクル）において費用およ

び費用対効果を明示的に取り扱うべきである。 

 

該当箇所： p59 l27 

（計画案） 

なお、政府実行計画の進捗状況は、中央環境審議会において評価・検証を 実施

した後、毎年地球温暖化対策推進本部の幹事会において点検し、その結果を公

表する。点検結果の公表に当たっては、透明性の確保の観点から、総排出量の

みならず、取組項目ごとの進捗状況、組織単位の進捗状況について目標値や過

去の実績値等との比較を行うなどの評価を行い、これに合わせて公表する。 

 

（修正案) 

なお、政府実行計画の進捗状況は、中央環境審議会において評価・検証を 実施

した後、毎年地球温暖化対策推進本部の幹事会において点検し、その結果を公

表する。点検結果の公表に当たっては、透明性の確保の観点から、総排出量の

みならず、取組項目ごとの進捗状況、組織単位の進捗状況、費用（円）及び費

用対効果（トンCO2あたり円）について目標値や過去の実績値等との比較を行う

などの評価を行い、これに合わせて公表する。 

 

 

理由： 上記２に同じ。 
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３. 地方自治体の取り組みにあたっては、進捗管理（PDCAサイクル）において

費用および費用対効果を明示的に取り扱うべきである。 

 

該当箇所 （p60 l13) 

（計画案） 

点検・評価結果の公表に当たっては、温室効果ガス総排出量のみならず、取組

項目ごとの進捗状況、施設単位あるいは組織単位の進捗状況について目標値や

過去の実績値等との定期的な比較等を行い、これらと合わせて可能な限り詳細

に公表する。 

 

（修正案) 

点検・評価結果の公表に当たっては、温室効果ガス総排出量のみならず、取組

項目ごとの進捗状況、施設単位あるいは組織単位の進捗状況、費用（円）及び

費用対効果（トンCO2あたり円）について目標値や過去の実績値等との定期的な

比較等を行い、これらと合わせて可能な限り詳細に公表する。 

 

理由： 上記２に同じ。 
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４. パリ協定の説明において、重要な４条２項（＝各国は、削減目標の目的を

達成することを目指し、国内の緩和措置をとる）についての記述が欠落してい

るので、追記が必要である。その際、単に削減目標とあるところ、これは原文

はNationally Determined Contributionであるので、「自国が決定する貢献」

と修文すべきである。 

 

該当箇所（p8   l38）： 

（計画案） 

パリ協定においては、世界共通の長期目標として２℃目標の設定、1.5℃に抑え

る努力を追求することに言及、主要排出国を含むすべての国が削減目標を５年

ごとに提出・更新すること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レ

ビューを受けること、 

（修文案） 

パリ協定においては、世界共通の長期目標として２℃目標の設定、1.5℃に抑え

る努力を追求することに言及、主要排出国を含むすべての国が自国が決定する

貢献を５年ごとに提出・更新すること、各国は、貢献の目的を達成することを

目指し、国内の緩和措置をとること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報

告し、レビューを受けること、 

 

（参考 パリ協定４条２項） 

Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally 

determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue 

domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of 

such contributions. 

 

 

５．「パリ協定への対応」において、各国の取り組みについてのレビューを着実

に実施する旨の追記が必要。これは「温暖化対策と経済成長との両立」に不可

欠な要素である。 

 

該当箇所 (p11 l35): 

（計画案） 

パリ協定の署名及び締結に向けて必要な準備を進め、今後はパリ協定の実施に

向けて国際的な詳細ルールの構築に我が国としても積極的に貢献し、協定の実

効性を一段と高めていく。我が国としてもパリ協定で盛り込まれた目標の５年
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ごとの提出・更新のサイクル及び目標の実施・達成における進捗に関する報告・

レビューへの着実な対応を行う。 

 

 

（修正案） 

パリ協定の署名及び締結に向けて必要な準備を進め、今後はパリ協定の実施に

向けて国際的な詳細ルールの構築に我が国としても積極的に貢献し、協定の実

効性を一段と高めていく。我が国としてもパリ協定で盛り込まれた目標の５年

ごとの提出・更新のサイクル及び目標の実施・達成における進捗に関する報告・

レビューへの着実な対応を行う。更に、我が国の温暖化対策が国際的に見て突

出したものとなり経済成長を阻害することの無いよう、パリ協定における各国

の取り組み状況の報告・レビューについても着実に実施する。 

 

 

理由： 

 パリ協定では定期的にＮＤＣ（国別に決定された排出削減目標）の提出がな

されることが規定されている。従って、協定の範囲内では、互いに数値目標を

厳しく設定させあう交渉をする、といった仕組みはない。しかし、パリ協定は、

ＮＤＣと排出量についての透明性を高めることで、内外からの世論の圧力を喚

起し、諸国がより野心的な温暖化対策に取り組むように仕向ける、という構造

になっている。 
この構造で問題となるのは、世界世論からの圧力に対して、感度の高い国と

低い国があり、温暖化対策をする国としない国で相当な非対称が出来るだろう

ということである。日本は感度が高く、ＮＤＣの設定にあたっても実施にあた

っても相当な圧力がかかると思われる。だが国によっては、国際的な圧力など

殆ど関係なくエネルギー政策を実施する場合もあるだろう。さらにいえば、現

在の国際状況においては、自国経済や安全保障を犠牲にしてまで温暖化対策を

進めようとは考えていない国は多い。従って、日本がいくら努力して数値目標

を達成したとしても、諸外国は必ずしもそうしなくて、地球規模での排出削減

は進まないかもしれない。これはパリ協定の欠陥というよりは現在の国際政治

の現実である。 
かかる状況において、日本のみが仮に突出して温暖化対策を実施すると、産

業の海外移転をもたらし、経済成長を阻害する懸念がある。このため、計画案

p10, p11 にあるように「温暖化対策と経済成長を両立」「経済活性化」を担保す

るためには、各国がどのような対策を実施しているか、常に確認しつづける必

要がある。 

39



6 
 

 

 

６．革新的技術の開発のためには、経済成長が前提となることを明記すべきで

ある。 

該当箇所 p11 l15 

 

(計画案） 

地球温暖化対策の推進に当たっては、我が国の経済活性化、雇用創出、地域が

抱える問題の解決にもつながるよう、技術革新や創意工夫を活かし、環境、経

済、社会の統合的な向上に資するような施策の推進を図る。 

 

（修正案） 

地球温暖化対策の推進に当たっては、我が国の経済活性化、雇用創出、地域が

抱える問題の解決にもつながるよう、技術革新や創意工夫を活かし、環境、経

済、社会の統合的な向上に資するような施策の推進を図る。特に経済活性化は、

地球規模の温暖化対策として最も重要な革新的技術の開発が成功するために必

要な条件となる。 

 

理由：  

温暖化対策と経済成長を両立させるべき理由は多くあるが、地球規模の温暖化

対策として最も重要な革新的技術の開発を成功させるためにこそ経済成長が必

要であることを明記すべきである。 

 

７．経団連の自主行動計画は、京都議定書第一約束期間において成果を挙げた。

このような日本の産業界の自主的取り組みには、国際的な認知も高まっている。

計画案通り、「産業界における対策の中心的役割」と位置づけることが適切と考

える。 

 

該当箇所: p23 l4 

 

(修正無し） 

 

 

以上 
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産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会・ 
中央環境審議会地球環境部会合同会合への意見 

 
2016.3.4 

高村ゆかり（名古屋大学） 
 

3月 4日の合同会合における地球温暖化対策計画（案）の議論にあたり、本計画案に盛り
込むことが必要と考える事項について次の通り意見を提出いたします。 
 
1.	 パリ協定が定める長期目標と整合する日本の長期目標（長期的な脱炭素化へのシ
グナル）の設定  
	 先日 12月 22日の会合において提出したように、パリ協定は、「工業化前と比して世界の
平均気温の上昇を、2℃を十分下回る水準にし、1.5℃に抑制するよう努力する」ことをその
目的とし（協定 2条）、この気温上昇抑制目標達成のために、「今世紀後半に温室効果ガス
の人為的排出と人為的吸収を均衡させる」（＝今世紀後半に人為的排出を実質ゼロにする）

よう排出を急速に削減することをめざすとしている（4条 1）。そして、パリ協定は、すべ
ての締約国が「協定が定める長期目標に留意して、長期的な温室効果ガス低排出型発

展戦略を策定し、提出」すべきこと（4条 19）を定めており、COP21は、今世紀半ばを
目標とする長期的な温室効果ガス低排出型発展戦略を2020年までに事務局に提出するよう
締約国に要請することを決定している（1/CP.21, para. 36）。欧米先進諸国は長期の排出削
減目標を設定し、それをふまえて 2025年、2030年目標を設定していることにも照らして、
日本も、今世紀半ばをめざす長期目標を計画に明記し、2020 年までに提出が要請さ
れている中長期的戦略と、2030 年目標達成に向けた温暖化対策計画の指針とすべき
である。 
 
 
2.	 長期目標に向けて先導的に取り組むビジネスの動きについて記載し、それに対す
る支援を強化する国の意思を明確に示すこと  
	 すでに日本の代表的な企業は、今世紀後半の脱炭素化に照準を当てて取り組みを始めて

いる。ここで言及するのはあくまで限られたものであるが、日本有数の企業から脱炭素化

に向けた先導的な取り組みが始まっている。トヨタ自動車は、2015年 10月、「トヨタ環
境チャレンジ 2050」を発表した。2050年にトヨタが世界で販売する新車の走行時 CO2
排出量（平均）を 10年比で 90％削減し、工場からの CO2排出量をゼロにする。さらに、
素材製造から廃棄までライフサイクル CO2ゼロをめざす。サプライチェーン全体のゼロエ
ミッションをめざす取り組みはその波及効果も大きい。日産自動車も同様に、ゼロ・エミ

ッションモビリティなど長期目標とロードマップを設定し、実行している。大成建設は、
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2020年「市場性のある ZEB（Net Zero Energy Building）の実現」、鹿島も 2020年 ZEB
実現をめざす。積水ハウスは、COP21の折に、「建物および建設部門における共同宣言」
に署名し、2020年新築住宅の 80%を ZEH（Net Zero Energy House）にする。リコーは、
「2050年長期環境ビジョン」を実現する「中長期環境負荷削減目標」を定め、リコーグル
ープライフサイクルでの CO2排出総量を、2000年度比で 2050年までに 87.5％、2020年
までに 30％（1990年比 34％）削減をめざす。加盟 21社からなる日本気候リーダーズ・
パートナーシップ（Japan-CLP）も、個社の脱炭素に向けた取り組みに加え、日本が「パ
リ協定の精神に則り、『脱炭素社会への移行』という明確なシグナルを発信すること」、そ

のために「2050 年に 80％削減」という日本の長期目標の明記とともに「炭素への価格付
けを始めとしたグリーン経済政策導入等の環境整備」をこの温暖化対策計画に対して要望

している（別紙資料）。 
	 脱炭素化社会の実現には、単体技術の革新だけでなく、社会とそのインフラのイノベー

ションが必要である。そのために、こうした先導的なビジネスが演じる役割はきわめて重

要であり、こうした先導的なビジネスの動向についても計画に記載し、政府として脱炭

素化に向かう明確な政策の方向性とビジョンを示すとともに、こうしたビジネスの

取り組みの支援を強化する意思を明確に記すべきである。 
 
 
3.	 パリ協定の下での目標の進捗評価と定期的な目標引き上げプロセスと整合した
日本の目標達成のための対策・施策の進捗管理とフォローアップを明記すること  
	 パリ協定の下では、5年ごとに各国が目標を作成し、提出することが日本を含む各国の国
際的な法的義務である（4条 2）。こうしたパリ協定の下での定期的な目標引き上げプロ
セスと整合した目標の進捗評価と見直しのプロセスを温暖化対策計画の下に設定す

ることが、日本がパリ協定を着実に実施していく上で必要である。パリ協定は、「次の目

標はその時のその国の目標をこえるものでなければならず、その国ができる最も高

い削減水準でなければならない」（4 条 3）と定め、国が提出する目標について相当
に厳格な条件付けを行っている。さらに、COP21決定により、2018 年に世界的な削
減努力の進捗に関する促進的対話を行うことが予定され、それを指針に、2030 年目標
の国は 2020年までに現在の目標を提出または更新することも要請されている（para. 
20、24）。このことは 5年サイクルのプロセスに加え、日本の目標とそれを達成する施策
の進捗管理・見直しに関連して、国際的に決定され要請されている事項であり、特

に本計画の次の見直しのタイミングなどにも影響を与えることから、本計画に明記

すべきである。 
 

以上 
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2016 年 2 月 19 日 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（Japan-CLP） 

日本の地球温暖化対策計画に対する意見書 

昨年 12 月に COP21 において採択されたパリ協定は、196 カ国以上が参加する初の全員参加型の国際

枠組みである。パリ協定では、地球の平均気温上昇を 2 度より十分低く抑えるとともに 1.5 度以内を目指し

努力すること、そのために今世紀後半には温室効果ガス排出を実質ゼロにする、という野心的な目標が明

記された。また、現在の各国の削減目標では、気温上昇 2℃未満を実現できないことから、全ての国に対し

て 5 年毎の目標の見直しを求めている。 

 

このパリ協定は、政府に限らず、企業、投資家、自治体、市場、消費者等の全てに「脱炭素社会への移

行」という明確なシグナルを発し、対応を迫るものである。 

Japan-CLP は、自ら COP21 関連会合に参加し、世界のビジネスリーダーらと脱炭素化に向けた議論を

行った。既に海外の企業や投資家は、炭素排出ゼロを見据えた事業ポートフォリオの見直しなど、抜本的な

改革を進めつつある。気候変動が社会の安定を脅かす脅威であること、今後、世界的に社会経済の仕組

みが大きく変化することを理解しているからだ。資源に乏しく、技術に強みを持つ日本が、この変化を捉え、

他に先駆けて脱炭素社会を構築することができれば、世界の尊敬を集めるとともに、国際競争力を強化す

ることに繋がるだろう。 

今後は、脱炭素社会の実現へと舞台が移るが、現在政府内で検討が進められている日本の地球温暖

化対策計画は、その重要な第一歩である。よって Japan-CLP は、地球温暖化対策計画に対して以下を求

めたい。 

① 「革新的な対策を講じない限り、気候変動は持続可能な経済社会の発展を脅かす可能性が極めて大

きい」との認識を、社会全体で共有すること。 

② パリ協定により世界で巨大な脱炭素市場が創出されることを踏まえ、他に先駆けて脱炭素社会を構築

する事は、日本の国際競争力の強化に繋がることを明示すること。 

③ 日本を含む各国が様々な利害を乗り越えて合意したパリ協定の精神に則り、「脱炭素社会への移行」

という明確なシグナルを発信すること。 

④ その為に、既に閣議決定されている長期目標「2050 年に 80％削減」を明記し、継続的な温室効果ガ

ス削減目標の野心度向上プロセスを導入すること。 

⑤ 炭素への価格付けを始めとしたグリーン経済政策導入等の環境整備を図り、自立的なイノベーション

を促すための基盤とすること。 

気候変動問題の解決をビジネスの視点から目指す企業ネットワークである Japan-CLP は、パリ協定の効

果的な実施に向け、国内外で政府、企業、市民と一丸となり、積極的な取り組みを進めていく決意である。 

以上 
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日本気候リーダーズ・パートナーシップ（Japan-CLP）とは 

2009 年 7 月、持続可能な脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始

すべきであるという認識の下に設立した、日本独自の企業グループ。持続可能な脱炭素社会への移行に

先陣を切る事を自社にとってのビジネスチャンス、また次なる発展の機会と捉え、政策立案者、産業界、市

民などとの対話の場を設け、日本やアジアを中心とした活動の展開を目指す。加盟企業 21 社（2016 年 1

月現在）。http://www.japan-clp.jp/ 

 

本件に関するお問い合わせ 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（Japan-CLP）事務局 （公益財団法人地球環境戦略研究機関内） 

広報担当： 乾（いぬい） Tel: 046-855-3734  email	: info-jclp@iges.or.jp 
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